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１ はじめに 

本市では、従来から「静岡市公立保育園の適正配置・民営化について」（平成18～26年

度）に基づき、市立保育園の建替え民営化や統廃合の取組を進めてきました。また平成25

年度からの「静岡市待機児童解消加速化計画」、平成27年度からの「静岡市子ども・子育

て支援プラン」に基づき、待機児童の解消と質の高い幼児期の教育・保育の提供のため

に、保育の受入枠の拡大や認定こども園の普及を進め、平成27年４月には、原則全ての市

立幼稚園、市立保育所を幼保連携型認定こども園に移行しました。 

平成28年９月には、市立こども園の老朽化や、今後見込まれる人口減少に伴う財政規模

の縮小、子ども・子育て支援ニーズの多様化といった現状を踏まえ、「静岡市立こども園

の配置適正化方針（平成28年度～令和４年度）」を策定しました。 

「静岡市立こども園の配置適正化方針」は、市立こども園の民営化や統廃合を通じて老

朽化施設を解消しつつ、地域の幼児期の教育・保育の需給バランスを調整するとともに、

その過程で生まれる資源を有効活用することで、多様化する子ども・子育て支援ニーズに

対応していくことを目的として策定された方針です。 

平成28年の方針策定以降、本市では第１次から第４次対象園までの配置適正化に取り組

んできましたが、その間も市立こども園の老朽化は更に進行し、現在は築30年以上の園が

７割を超えている状況です。引き続き老朽化施設の解消を計画的に行い、子どもたちにと

って安心安全で快適な教育・保育環境を整える必要があります。 

また、本市の少子高齢化が進む中で、就学前児童数も減少を続けており、市全体での保

育施設の入園申込者数も増加から横ばいに転じています。保育施設の定員に対する充足率

も地域間で格差が生じていることから、地域の実情に応じた幼児期の教育・保育の量の適

正化を図っていく必要があります。 

さらに、子ども・子育て支援の充実を巡って、こども基本法の制定やこども家庭庁の創

設など、国全体で大きな動きが生じる中、本市においても令和５年度からの静岡市第４次

総合計画で「子どもの育ちと長寿を支えるまちの推進」を５大重点政策に掲げ、子育て政

策の様々な取組を推進していくところです。市立こども園においても、インクルーシブ教

育・保育の推進や、教育・保育の質の向上のための適正な人員配置など、多様な教育・保

育ニーズに対応していくための取組を更に進めていく必要があります。 

このような背景を踏まえ、このたび「市立こども園の配置適正化方針」の改訂を行うこと

としました。改訂版では、配置適正化の基本的な考え方は従来の方針を踏襲しつつ、市立こ

ども園を取り巻く現状や、市立こども園の役割として取り組むべき具体的な取組を整理し

ました。また、中長期的な視点で取組を推進していくため、将来的な（静岡市アセットマネ

ジメント基本方針の期間である令和 25年度までを目途）配置適正化の目指すべき姿を示す

とともに、対象施設の選定の優先度についても記載しました。 

今後も引き続き市立こども園の配置適正化を推進し、その過程で生まれる資源（人材・財

源等）を有効活用することで、様々な子ども・子育て支援に関する施策に取り組み、安心し

て子どもを産み育てやすいまちを目指してまいります。  
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２ 配置適正化に関するこれまでの取り組み 

 

「静岡市公立保育園の適正配置・民営化について」（計画期間：平成 18～26 年度） 

平成 18 年以降、以下の市立保育園の建替え民営化や統廃合等を進めてきました。 

 

【取組実績】 

平成 19 年４月 公設民営の竜南保育園、北沼上保育園を完全民営化 

平成 21 年４月 江尻保育園を民営化（えじり保育園に） 

平成 22 年３月 城東保育園、大河内保育園を廃園 

４月 清水有度東保育園を民営化（うど東保育園に） 

平成 23 年４月 清水飯田東保育園を民営化（清水みらい保育園に） 

 

 

「静岡市立こども園の配置適正化方針（平成 28年度～令和４年度）」 

平成 28 年９月に「静岡市立こども園の配置適正化方針」を策定し、「民間活力の最大限の

活用（民間でできるものは民間で）」「アセットマネジメントによる資源の有効活用」「市立

園の役割の確保（民間でできないものは行政で）」の３つの基本的考え方のもと、待機児童

解消のための取組（民間保育施設の整備等による保育定員枠の拡大など）と並行して、配置

適正化の取組を進めてきました。 

 

【方針の位置づけ】 

「静岡市立こども園の配置適正化方針」は、「静岡市アセットマネジメント基本方針」及

び「公共建築物施設群別マネジメント方針」に基づき、市立こども園のアセットマネジメン

トの取組を計画・検討するための分野別方針として位置づけています。 

また静岡市総合計画、静岡市行財政改革推進大綱、静岡市子ども・子育て支援プラン（現：

静岡市子ども・子育て・若者プラン）と整合性を図るものとしています。 
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【取組実績】 

「静岡市立こども園の配置適正化方針」に基づき、以下のとおり第１次～第４次対象園

の配置適正化に取り組みました（公表含む）。 

 

令和２年３月【第１次対象園】興津南こども園を廃止 

令和２年４月【第１次対象園】新富町こども園を建替・民営化 

令和３年３月【第３次対象園】小黒こども園・八幡こども園の統合・建替・民営化を公表 

（令和10年予定） 

令和３年４月【第２次対象園】三保こども園・折戸こども園を統合・建替・民営化 

（まつぼっくりこども園に） 

令和５年３月【第４次対象園】富士見台こども園の建替を公表（令和10年予定） 

東豊田中央こども園の建替・民営化を公表（令和９年予定） 

蒲原西部こども園・由比こども園の廃止を公表（令和７年

度末予定） 

 

【取組効果】 

・老朽化施設が解消され、安全・安心で快適な教育・保育環境が整備できた。 

・地域の実情に応じた統廃合等を通じて、地域の教育・保育の需給の均衡を図ることがで

きた。 

・市有財産の縮減により、施設の維持・更新費等の財政負担が軽減された。 

・民営化した園は公私連携幼保連携型認定こども園（p.14参照）となり、市立こども園で

実施してきた教育・保育の内容を維持しつつ、運営主体がそれぞれの創意工夫により特色

のあるサービスを提供できている。  
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３ 現状と課題 

市立こども園の配置適正化を進めるにあたり、本市の人口推移や保育施設の定員・入園

申込状況、市立こども園の老朽化の状況など、本市の教育・保育サービス及び市立こども

園を取り巻く現状と課題を分析しました。 

 

（１）少子高齢化の進行と就学前児童数の減少 

本市の人口は平成２年（1990年）をピークに減少に転じており、令和２年（2020年）時

点で693,389人となっています（表１）。令和12年（2030年）の推計人口は646,098人とな

っており、令和２年（2020年）と比較して6.8％減少すると予測されています。 

令和２年（2020年）から令和12年（2030年）の人口の推移を年代別に見ると、老年人口

（65歳以上）は1.5％増であるのに対し、生産年齢人口（15-64歳）は7.8％減、年少人口

（15歳未満）は12.9％減と、更なる少子高齢化の進行が予想されています。 

 

表１ 本市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 までは総務省「国勢調査」（合計は年齢不詳含む） 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計」を基に作成 

 

 

就学前児童数（0～5歳）も減少を続けており、年々減少幅は大きくなっています（表

２）。静岡市立こども園の配置適正化方針を策定した平成28年度から令和４年度にかけ

て、就学前児童数は32,647人から26,897人となり、17.6％の減となっています。年齢別の

内訳を見ると、低年齢児の減少幅がより大きく、平成28年度から令和４年度にかけて0歳

児は21.3％の減、1-2歳は20.1％の減、3-5歳は14.9％の減となっています。 
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表２ 就学前児童数の推移 

 
静岡市人口統計表（各年３月末時点）より 

 

（２）保育施設の入園申込者数の推移 

保育施設の入園申込者数と入園申込率の推移（各年４月１日時点）は表３のとおりで

す。入園申込率※1については女性就業率の増加等により増加傾向が続いています。 

一方、入園申込者数※2についてはこれまで増加傾向にありましたが、就学前児童数（表

２）の減少が続いた結果、平成31（令和元）年度を境に横ばいとなっています。 

 

表３ 保育施設の入園申込者数の推移（各年４月１日時点） 

 
※1入園申込率：入園申込者数÷就学前児童数 

※2保育施設の入園申込者数：認定こども園（保育部分）、保育所、地域型保育事業の入園申込者数（市外

保育施設への申込者含む） 
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（３）保育施設数と定員数の推移 

本市の保育施設の施設数と定員数の推移は表４のとおりです。本市では、待機児童の解

消のため、平成27～29年度にかけて私立保育施設の新設、私立幼稚園の認定こども園移行

等の施設整備を集中的に進めてきました。その結果、平成30年度から私立保育施設の定員

数が大幅に拡大し、待機児童数は平成30年度以降５年連続で０人（各年４月１日時点）と

なっています。（表５） 

平成30年度以降は、市立こども園の配置適正化に伴い市立こども園の定員数が微減とな

る一方、私立園の定員数は、小規模保育事業所の新設や既存保育施設の定員増により微増

となり、全体として保育定員数は横ばいとなっています。 

直近の状況をみると、令和４年４月１日時点の定員数は15,644人（表４）であるのに対

し、入園申込者数（0-5歳児計）は13,636人（表３）となっており、市全体においては定

員数が申込者数を上回る状況となっています。 

 

表４ 保育施設数と定員数の推移（市立・私立別） 

 
保育施設数：認定こども園、保育所、地域型保育事業の施設数 
定員数：認定こども園（保育部分）、保育所、地域型保育事業の定員数 

 

 

表５ 待機児童数の推移（各年４月１日時点） 
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（４）教育・保育提供区域ごとの保育施設利用申込状況 

令和４年４月１日時点の保育施設定員数及び入園申込者数は表６のとおりです。全体と

して、私立園と比較し市立園の充足率が低い傾向にあります。 

教育・保育提供区域（14区域）ごとにみると、充足率は静岡中央・静岡城北・静岡西南

区域などで高く、静岡西北・静岡長田・由比蒲原区域などで低い傾向にあるなど、区域に

よって需給バランスに差がみられます。 

 

表６ 教育・保育提供区域ごとの保育施設の定員数及び申込者数（市立・私立別） 

令和４年４月１日時点 

区域 
市立 私立 合計 

定員 申込者 充足率 定員 申込者 充足率 定員 申込者 充足率 

静岡中央 100 100 100.0% 1,168 1,107 94.8% 1,268 1,207 95.2% 

静岡北 75 22 29.3% 848 755 89.0% 923 777 84.2% 

静岡城北 75 78 104.0% 1,193 1,143 95.8% 1,268 1,221 96.3% 

静岡東 435 359 82.5% 968 882 91.1% 1,403 1,241 88.5% 

静岡西北 335 256 76.4% 324 272 84.0% 659 528 80.1% 

静岡山間 36 7 19.4% - - - 36 7 19.4% 

静岡東南 310 189 61.0% 931 931 100.0% 1,241 1,120 90.2% 

静岡西南 940 757 80.5% 1,146 1,179 102.9% 2,086 1,936 92.8% 

静岡長田 660 401 60.8% 724 705 97.4% 1,384 1,106 79.9% 

清水羽衣 330 255 77.3% 1,017 894 87.9% 1,347 1,149 85.3% 

清水有度 660 518 78.5% 1,040 989 95.1% 1,700 1,507 88.6% 

清水庵原 700 529 75.6% 1,181 1,033 87.5% 1,881 1,562 83.0% 

清水山間 45 8 17.8% - - - 45 8 17.8% 

由比蒲原 285 133 46.7% 118 109 92.4% 403 242 60.0% 

合計 4,986 3,612 72.4% 10,658 9,999 93.8% 15,644 13,611 87.0% 

定員数・申込者数：認定こども園（保育部分）、保育所、地域型保育事業      

充足率：申込者数÷定員数 

 

＜（１）～（４）を踏まえた課題＞ 

少子高齢化が進む中で、就学前児童数も減少を続けており、市全体での保育施設の入園

申込者数も増加から横ばいに転じています。保育施設の定員に対する充足率も地域間で格

差が生じていることから、地域の実情に応じた幼児期の教育・保育の量の適正化を図って

いく必要があります。 
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（５）市立こども園の老朽化の進行 

本市の市立こども園は、昭和40～50年代に整備された園が多く、老朽化が進行していま

す。令和４年４月１日時点で、市立こども園56園のうち、築年数30年以上が経過している

園が７割を超えています（表７）。引き続き市内全体の老朽化施設の解消を進め、子ども

たちにとって安心・安全で快適な教育・保育環境を整えていく必要があります。 

 

表７ 市立こども園の建築年度別施設数（令和４年４月１日時点） 

築年数 園数 割合 

区域内訳 

静
岡
中
央 

静
岡
北 

静
岡
城
北 

静
岡
東 

静
岡
西
北 

静
岡
山
間 

静
岡
東
南 

静
岡
西
南 

静
岡
長
田 

清
水
羽
衣 

清
水
有
度 

清
水
庵
原 

清
水
山
間 

由
比
蒲
原 

10～19 10 18%     1   1 1     1 2   3   1 

20～29 5 9%   1     1     1     1 1     

30～39 14 25%       1 1 1 3       3 1 3 1 

40～49 20 36%       2 1 2 1 3 4 1 2 1   3 

50～ 7 12% 1 1   1     1 2       1     

計 56 100% 1 2 1 4 4 4 5 6 5 3 6 7 3 5 

 

一方で、少子高齢化に伴う市税収入の減及び扶助費等の支出増により、本市の財政状況

は今後更に厳しくなることが予想され、将来的に老朽化施設の維持費更新経費が大幅に不

足することが見込まれている状況です。 

「静岡市アセットマネジメント基本方針（平成26年４月策定、令和４年３月改定）」に

よると、市立こども園を含む本市の公共建築物（平成24年時点で1,529施設）の多くは老

朽化が進み、築30年以上経過している施設が全体の約58％を占めています。施設の大量更

新時代が到来する今後30年間において、仮に全ての既存公共建築物を保有し続けた場合、

維持更新経費が年間あたり約188億円不足する見込みとなっています。 

こうした状況を見据えると、将来にわたって施設の維持・改修経費の負担増をできる限

り抑えるため、老朽化施設の解消にあたっては、総資産の適正化、長寿命化の推進、民間

活力の導入など、アセットマネジメント※に基づいて進めていく必要があります。 

 

※アセットマネジメント…計画的に効率よく施設の整備や維持管理を行うことで施設の寿命を延ばした

り、施設の利活用促進や統廃合をすすめることで将来負担の軽減を図り、都市経営上の健全性を維持する

手法 
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（６）多様化する幼児期の教育・保育ニーズへの対応 

近年、市立こども園や私立の保育施設などでは、障がいをもっている子ども、医療的ケ

アを必要とする子ども、外国籍の子どもなど、配慮や支援を必要とする子どもの受入れが

増加しています。 

この中で、市立こども園では、障がい等の有無に関わらず、すべての子どもの違いを受

入れ、共に育つ環境を提供するという理念の下、全園で配慮や支援を必要とする子どもの

受入れを行っています。 

市立こども園における障がい児の受入れ状況は表８のとおりです。市立こども園の全園

児数は年々減少している一方、障がい児数に大きな変動はなく、全園児に占める障がい児

の割合は年々上昇しています。 

 

表８ 市立こども園における障がい児の受入れ状況（各年４月１日時点） 

 
 

 また、市立こども園では、令和３年９月の医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律の施行により設置者の責務とされた医療的ケア児の受入れを令和３年度から開始

し、令和４年度は４園で４人を受入れています。 

さらに、市立こども園では、民間では対応が難しい特別な支援を要する困難を抱えた家庭

（子育て困難家庭）の子どもを受入れ、通常保育に加えて、子育て困難家庭の子どもに係る

行政機関との連携等様々な対応を行っています。 

加えて、災害時には、市立こども園で緊急保育を実施するとともに、一部の市立こども園

は乳幼児優先の避難所として指定され、災害時に避難者を受入れることとなっています。 

 

このような多様化する教育・保育ニーズに対し、市立こども園が責任をもって対応してい

くために、市立園としての役割を明確化し、将来にわたって役割を果たしていくために必要

な施設規模や職員体制を確保していく必要があります。 

  

4,834 4,668
4,359 4,097

3,845

370 378 385 365 361

7.7%
8.1%

8.8%
8.9%

9.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H30 H31 R2 R3 R4

全園児数 障がい児数 割合

(人) （割合） 
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４ 配置適正化の基本的考え方 

 以上述べたような現状と課題を踏まえ、今後の配置適正化の取組は、以下の基本方針に基

づき、計画的に進めていくものとします。 

 

（１）民間活力の最大限の活用（民間でできるものは民間で） 

幼児期の教育・保育分野は、民間活力の活用による効果的なサービスの提供が特に期待で

きる分野です。これまでも民間のこども園、保育園、幼稚園などにおいて、それぞれの創意

工夫により十分なノウハウが蓄積され、適切な運営、質の高い教育・保育サービスの提供が

なされてきました。今後も民間活力を最大限に活用した配置適正化を進めていきます。 

 

（２）アセットマネジメントによる資源の有効活用 

子どもたちにとって安全で快適な教育・保育環境の確保のため、老朽化施設の解消を早急

かつ計画的に進める必要があります。人口減少に伴う市の収入減、義務的経費の増加などに

よる厳しい財政状況を踏まえ、静岡市アセットマネジメント方針にもとづき、市立こども園

の配置適正化を進め施設の維持・改修経費を削減する必要があります。 

静岡市アセットマネジメント基本方針の３つの基本方針「総資産量の適正化」「長寿命化

の推進」「民間活力の導入」に基づき、必要なサービス水準を確保しつつ施設数の縮減及び

長寿命化を推進するとともに、民間活力を積極的に活用し、財政負担の軽減とサービス水準

の向上を図ります。 

市立こども園の統廃合や民営化により生まれた資源は、子どもをより産み育てやすいま

ちを実現するために、妊娠・出産期の支援の充実や、保護者の就労状況に柔軟に対応しうる

多様な保育・地域子育て支援の充実、インクルーシブ教育・保育の充実などに活用し、多様

化する子ども・子育て支援のニーズにきめ細かく対応していきます。 

 

（３）市立こども園の担うべき役割の確保（民間でできないものは行政で） 

市立こども園の役割を以下の３つに整理し、これらの役割を果たしていくために、一定程

度の市立こども園を存置します。 

 

ア 民間だけでは対応が難しいニーズへの対応 

① インクルーシブ教育・保育の充実 

市立園では、平成 30 年度以降、受入れている障がい児数に大きな変動はないものの、

全園児に占める障がい児の割合は年々上昇しており、令和４年４月は 9.4％となっていま

す。また、令和５年１月時点で、医療的ケア児４人、外国籍の子どもで日本語での意思疎

通が難しい子どもを 30人受入れています。 

こうしたことから、多様な教育・保育ニーズに対応し、質の高い教育・保育を提供して

いくためには、全ての子どもが同じ場で共に育つ環境を提供するとともに、一人ひとりに

きめ細かい教育・保育を行う「インクルーシブ教育・保育」の理念・考え方を、市立園の
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職員全員が理解し実践することが必要です。 

そのため、配慮を必要とする子ども一人ひとりに合った教育・保育を実践するために、

地域の医療・養育を支えている医療機関などと連携し、研修講師としての指導や専門的見

地からの助言をいただくなど職員の資質向上を図っていきます。 

さらに、今後は、保育教諭の配置基準を見直すことで、配慮を必要とする子どもへのき

め細かく手厚い教育・保育を行うとともに、発達が気になる２歳児への早期支援を行って

いきます。 

施設面においても、「インクルーシブ教育・保育」の実践として、「共に育つ」環境整備

のために、園舎建替え時や大規模改修時にバリアフリー化やインクルーシブ遊具を設置

していきます。 

  

多目的トイレ                インクルーシブ遊具 

 

② 困難を抱えた子どもの受入・支援 

市立園では、困難を抱えた子どもを含めたすべての子どもが教育・保育を受けることが

できるよう、子育て困難家庭の子どもの受入れやその保護者に対する子育て支援、地域にお

ける子育てに不安を抱えている保護者への支援など、地域における身近なセーフティーネ

ットとしての役割を引き続き担っていく必要があります。 

そのため、保育教諭への研修や実施指導による教育・保育の質の向上を行うとともに、保

護者の子育てに関する悩みや子育て困難家庭等への支援、関係機関との連携を保育教諭と

ともに行う保育ソーシャルワーカーの配置を目指します。保育ソーシャルワーカーの配置

により、様々な事情を抱えている子どもや家庭の早期発見・早期支援や保育教諭のみでは適

切な対応が困難なケースへの対応を行っていきます。 

また、架け橋期（５歳児から小学校１年生の２年間）において、配慮を必要とする子ども

への支援を幼児教育・保育から小学校教育に円滑に継続していくために、市立園の公開保育、

小学校の公開授業への相互参加等により子どもの特性を共有するとともに、その子に最適

な就学先に繋げています。 

  

 



12 

 

③ 中山間地域などにおける教育・保育の提供 

 中山間地域など、民間事業者の参入が見込まれず、近隣に代替園も存在しない地域につ

いては、市立園が責任を持って教育・保育を提供していきます。 

 

イ 災害時の緊急保育や避難所としての役割 

災害時においては、仮に私立園が休園した場合でも、市立園において緊急保育を実施する

ほか、乳幼児世帯対象の避難所として避難者を受入れます。 

 

ウ 現場から施策へのフィードバック 

市立園の保育現場から得られる知見・情報をもとに、保護者ニーズや現場の課題を把握し、

これまでにキッズゾーン・キッズガードの設置、医療的ケア児の受入れなどを行ってきまし

た。 

今後も、保護者の就労状況や子育ての両立等の変化・多様化に伴い、さらに多様な保育ニ

ーズが発生することが考えられることから、公民の保育施設間で情報共有や意見交換を積

極的に行い、保育現場における課題や保護者からの要望・意見を把握し、市全体の保育サー

ビスの向上に努めていきます。 

 

＜令和 25年度における配置適正化の姿＞ 

以上の３つの基本的考え方に基づき、配置適正化の取組を計画的に進めることで、将来的

（アセットマネジメント基本方針の期間である令和 25年度までを目途）には以下のような

姿を目指します。（中山間地域を除く。） 

 

○就学前児童数や利用者数の見込に応じた適切な手法により区域ごとの配置適正化を進め、

市立と私立併せた市全体での保育の受皿が確保できている。 

○市立こども園は、統廃合・民営化した園の職員を他の市立こども園に配置し、インクルー

シブ教育・保育が充実し、子どもへの手厚い支援が行われている。 

○民営化した園は、市立こども園における教育・保育の内容を引継ぎながら、民間独自の創

意工夫による質の高い教育・保育サービスが提供できている。 

○市立こども園の建物が計画的な建替え・改修により長寿命化が図られている。 

○幼児期の教育・保育の提供区域（市内 14区域）ごとに、０歳～５歳児の定員を有する市

立こども園を１～２園程度配置している。  
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５ 配置適正化の進め方 

（１）対象区域及び対象施設 

「静岡市子ども・子育て支援事業計画（「静岡市子ども・子育て・若者プラン」第６章）」

では、幼児期の教育・保育の提供区域として 14の区域を設定しており、本方針においても

この 14 区域を踏襲します。 

本方針の対象施設は、市内の市立こども園※です。 

対象園の選定にあたっては、特に老朽化が著しい園を優先としつつ、利用率が著しく低い

など、園の利用状況等も加味して優先度を決定することとします。 

なお、市立こども園の配置適正化の検討にあたっては、私立の認定こども園・保育所・幼

稚園、地域型保育事業等の状況など、全市的な保育資源を含めて考慮するものとします。 

※本市の市立幼稚園・保育所は、「静岡市立幼稚園・保育所移行方針」（平成 26年２月策定）に基づき、平

成 27 年４月に原則すべて認定こども園に移行しました。 

 

（２）対象期間 

本方針の対象期間は、令和 12年度までとします。なお、方針の進捗状況や社会環境に大

きな変化があった場合は、必要に応じて内容の見直しを図ります。 

 

（３）配置適正化の取組の手法 

 「４ 配置適正化の基本的考え方」に基づき、以下の手法で市立こども園の配置適正化

を進めていきます。 

統廃合 
対象区域の教育・保育需要に、周辺の既設園で対応できる場合は、施設の老

朽化や経済的な観点から統合又は廃止 

民営化 
対象区域の教育・保育需要に、周辺の既設園だけで対応できる見込みがな

く、民間による効果的・効率的な運営が可能な場合は、民営化 

存置 
人口減少区域の保育機能の確保や民間だけでは対応が難しいニーズへの対応

など市立園が担うべき役割を果たすため、市立園として存置 

 

ア 統廃合 

 老朽化により建替えの必要性がある市立園のうち、当該区域で保育需要の減少が続いて

いる又は将来的に減少が予測される地域で、近隣に受け皿となる保育施設がある場合は、地

域の保育需要を踏まえつつ保育資源の適正配置や費用対効果などを考慮し、統廃合を検討

します。 

・対象となる市立園を廃止又は近隣の市立園と統合します。 

・園舎は、施設の状態等により、別の公共施設への転用を検討した上で、余剰となる場合

は解体・処分とします。 

・園の土地は公共用地としての利活用を検討し、地元との調整を踏まえた上で余剰となる場

合は原則売却します。 
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イ 民営化 

市立園のうち、対象区域の教育・保育需要に、周辺の既設園だけで対応できる見込みが

なく、民間による効果的・効率的な運営が可能な場合は、民営化を検討します。 

・対象となる市立園を廃止又は統合し、民間園を新設します。 

・民営化にあたっては、公私連携幼保連携型認定こども園（※）として民営化すること

を前提とします。 

・募集事業者は、幼保連携型認定こども園の設置主体となれる社会福祉法人又は学校法

人となります。事業者の決定にあたっては、その適正等について外部有識者等の意見

を踏まえて選考し、適格な事業者を担い手とします。 

 

※公私連携幼保連携型認定こども園 

民設民営であるものの、提供される教育・保育の機能等への市町村の関与を明確にしつつ、設置主体に

設置のインセンティブ（公有設備の無償・廉価での譲渡・貸付）が働くよう設計された新しい運営形態

（認定こども園法第34条）。相手先の選定に関する公正な手続や運営に関する市民・第三者・市町村によ

るチェックを機能させることが必要とされている。なお、幼保連携型認定こども園は設置者が管理するこ

ととされているため、指定管理者制度の適用はない（認定こども園法第26条で準用する学校教育法第５

条）。 

 

ウ 市立園として存置 

民間参入が見込まれず近隣に代替園が存在しない地域での教育・保育機能の確保や、民間

だけでは対応が難しいニーズへの対応など、市立園として果たすべき役割を考慮し、一定数

の市立園を各区域に存置します。 

・引き続き市立園として市が運営します。 

・老朽化が著しい園は、市が新たな園舎に建替えします。新たな園舎については、当該区

域の保育需要量に基づき、定員数や施設面積などを決定します。 

・建替えまでに一定の期間を要する市立園は、計画的な改修により維持保全を図ります。 

 

（４）在園児及びその保護者への配慮 

３歳児クラス以上の在園児が卒園まで引き続いて同じ市立園で教育・保育を受けられる

よう、対象園の公表から民営化等の施行まで一定の期間を設けます。 

０～２歳の在園児については、特に園が廃止される場合の転園先について、保護者の意向

を最大限尊重して対応します。 

また、対象園の在園児やその保護者が不安を抱くことのないよう、スケジュールや詳細に

ついて説明会を開催する等により保護者に丁寧に説明し、不安や疑問の解消に努めます。 
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【統廃合の場合】 

５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 目標年度 

○検討 ○説明 

・保護者 

・関係先 

○公表 

        ●統廃合 

 

○旧園舎解体 

○土地 

 活用／処分 

 

 

【民営化の場合】 

５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 目標年度 

○検討 ○説明 

・保護者 

・関係先 

○公表 

○移管先募集 

 

 

 

 

○移管先決定 

○仮園舎 

 ・建設 

  

 

 

 

 

 

○三者協議会 

 

・利用 

 

○旧園舎解体 

○新園舎 

 ・設計 

 ・建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○引継保育 

●民営化 

 

 

 

 

○仮園舎 

・解体 

 

【市立園として存置する場合】 

５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 目標年度 

○検討 ○説明 

・保護者 

・関係先 

○公表 

 

 

 

 

○仮園舎 

 ・建設 

  

 

 

 

 

 

 

・利用 

 

○旧園舎解体 

○新園舎 

 ・設計 

 ・建設 

 ●新園舎 

 運営開始 

 

 

○仮園舎 

・解体 
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（５）対象園の決定及び公表 

対象園の決定・公表については、毎年度２～３園程度を目安としつつ、対象となる区域の

教育・保育の需給状況や園の周辺環境等を含めて個別に検討していきます。 

 

【対象園の公表・実施スケジュールのイメージ】 

 

  

R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

             

… 

準備 ◎統廃合、民営化又は存置 
 ５次対象園公表 

 ６次対象園公表 
準備 

準備 
 ７次対象園公表 

 ８次対象園公表 
準備 

◎統廃合、民営化又は存置 

◎統廃合、 
民営化又は存置 
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６ 配置適正化により期待できる効果 

（１）教育・保育サービスの向上 

ア 人材や施設の有効活用 

統廃合や民営化により生み出された保育教諭等の人材を、既存の市立園に手厚く配置す

ることなどにより、幼児期の教育・保育や子育て支援サービスの更なる充実のために活用で

きます。 

また、廃止した市立園の土地については、公共用地としての利活用を検討し、地元との調

整を踏まえた上で、余剰となる場合は原則売却とします。園舎については、基本的に解体・

処分することで将来の維持管理経費を縮減していきますが、施設の状態から転用が可能で

ある場合には、他の用途での活用も検討します。 

 

イ 民営化に伴う多様なサービスの提供 

公私連携幼保連携型認定こども園として民営化されることにより、市立こども園として

培ってきた教育・保育の内容や職員配置基準を継承しつつ、独自の教育プログラムなど、多

様なサービスの提供による教育・保育の内容の充実を図ることが期待できます。 

 

（２）経済的効果 

市立こども園の民営化又は統廃合により生まれた財源を、既存の市立こども園や子育て

支援サービスの更なる充実のために有効活用できます。 

ア 経常的経費（運営費） 

市立園の運営費は、利用者負担額以外は市の一般財源で賄うのに対し、私立認定こども

園の場合は、運営費の一部に国・県の財源が充てられるため、民営化した場合は市の財源

負担割合が小さくなります。 

 

運営費の総額に対する負担割合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市立園の運営費には一部国の地方交付税措置があるが、使途を明示しない一般財源として扱われ、その

分をしゅん別できないため表していない。 

※私立園の運営に係る市支出は、国が定めた公定価格に基づく施設型給付の他、職員の処遇改善等のため

の市単独補助を含む。 

市国・県

利用者負担額

利用者負担額 市

市

市 市

市

市 市国・県

国・県

保育認定１・２号

保育認定３号

市立

こども園

私立

こども園

施設型給付費・延長保育等補助 市単独補助

保育認定１号

保育認定２号

保育認定３号
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イ 臨時的経費（建替費用） 

市立園として存置し施設を建て替える場合、全額市の負担であるのに対し、建替え民営

化の場合は国・県からの補助金や民間事業者自身の負担により、市の財政負担が抑えられ

ます。 

 

建替えに対する負担割合のイメージ 

 

 

こども園１園の建替えにかかる市費の試算は概ね次のとおりです。 

（ア）市立のまま存続し、施設を建替える場合    約５．３億円 

（イ）建替えを機に民営化する場合         約１．８億円 

※3 鉄骨造２階建、延床面積 1,000 ㎡（120 名定員想定）を前提条件として算出。 

※4 (ア)においてその財源の一部に市債(施設整備事業(一般財源化分)、対象経費の 50％)を充てる場合、

当該市債に係る後年度の償還額の全額が交付税措置（基準財政需要額に算入）されるが、上記額はその分

を考慮していない。 

 

  

市

市国 事業者負担

市立のまま存続し

建替える場合

立替を機に民営化

する場合
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参考資料 

市立こども園の基本情報（1/2）      令和４年４月１日時点 

区域 園  名 

定   員 

建築年度 
経過 

年数 

耐震 

性能 １号 ２号 
３号 

0 歳 1-2 歳 

静岡中央 田町こども園   60 6 34 s47 (1972) 50 Ⅰa 

静岡北 
安倍口こども園 37 15     h8 (1996) 26 Ⅰa 

安倍口中央こども園   37 3 20 s47 (1972) 50 Ⅰb 

静岡城北 安東こども園 180 60 3 12 h17 (2005) 17 Ⅰa 

静岡東 

西奈こども園 70 30     h3 (1991) 31 Ⅰa 

長沼こども園   97 3 30 s44 (1969) 53 Ⅰb 

上土こども園   81 9 30 s56 (1981) 41 Ⅰa 

瀬名川こども園   116 9 30 s51 (1976) 46 Ⅰb 

静岡西北 

藁科こども園 37 15     s57 (1982) 40 Ⅰa 

服織こども園   84 6 30 h22 (2010) 12 Ⅰa 

中藁科こども園   51 3 16 s58 (1983) 39 Ⅰa 

服織中央こども園   91 9 30 h11 (1999) 23 Ⅰa 

静岡山間 

井川こども園 9 9     s49 (1974) 48 Ⅰb 

清沢こども園 9 9     h16 (2004) 18 Ⅰa 

梅ヶ島こども園 9 9     s55 (1980) 42 Ⅰa 

大川こども園 9 9     s59 (1984) 38 Ⅰb 

静岡東南 

久能こども園 30 15     s59 (1984) 38 Ⅰa 

大谷こども園 60 30     s63 (1988) 34 Ⅰa 

東豊田こども園 70 30     h2 (1990) 32 Ⅰa 

東豊田中央こども園   90 9 46 s53 (1978) 44 Ⅱ 

小黒こども園   71 3 16 s37 (1962) 60 Ⅱ 

静岡西南 

中田こども園   124 12 54 s46 (1971) 51 Ⅰa 

中村町こども園  124 12 54 s49 (1974) 48 Ⅰa 

八幡こども園   61 3 26 s45 (1970) 52 Ⅱ 

登呂こども園   107 9 54 h10 (1998) 24 Ⅰa 

富士見台こども園   94 6 40 s50 (1975) 47 Ⅱ 

高松こども園   104 12 44 s55 (1980) 42 Ⅰa 

静岡長田 

用宗こども園   54 9 27 s54 (1979) 43 Ⅰa 

丸子こども園   89 9 32 h15 (2003) 19 Ⅰa 

下川原こども園   118 12 40 s50 (1975) 47 Ⅰa 

東新田こども園   121 9 40 s54 (1979) 43 Ⅰa 

広野こども園   75 6 19 s55 (1980) 42 Ⅰa 

参考資料１ 
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市立こども園の基本情報（2/2）      令和４年４月１日時点 

区域 園  名 

定   員 

建築年度 
経過 

年数 

耐震 

性能 １号 ２号 
３号 

0 歳 1-2 歳 

清水羽衣 

清水こども園   74 6 30 h21 (2009) 13 Ⅰa 

川原こども園   90 6 44 h20 (2008) 14 Ⅰa 

駒越こども園   57 3 20 s50 (1975) 47 Ⅰa 

清水有度 

高部こども園 100 30     h4 (1992) 30 Ⅰa 

入江こども園   88 6 26 s48 (1973) 49 Ⅰa 

飯田北こども園   125 6 39 h11 (1999) 23 Ⅰa 

高部中央こども園   84 6 30 s58 (1983) 39 Ⅰb 

有度西こども園   76 6 18 s60 (1985) 37 Ⅰb 

有度北こども園   81 9 30 s52 (1977) 45 Ⅰa 

清水庵原 

辻こども園   82 8 40 s62 (1987) 35 Ⅰa 

飯田南こども園   90 6 34 h22 (2010) 12 Ⅰa 

西久保こども園   57 3 30 h19 (2007) 15 Ⅰa 

横砂こども園   41 3 16 s55 (1980) 42 Ⅰa 

原こども園   94 6 30 h22 (2010) 12 Ⅰa 

庵原こども園   51 3 16 s32 (1957) 65 Ⅰb 

興津北こども園   62 3 25 h8 (1996) 26 Ⅰa 

清水山間 

小島こども園 37 15     h2 (1990) 32 Ⅰa 

小河内こども園 30 15     s63 (1988) 34 Ⅰa 

和田島こども園 37 15     s59 (1984) 38 Ⅰa 

由比蒲原 

由比こども園 60 15     ｓ52 (1977) 45 Ⅰa 

由比中央こども園   64 6 30 h15 (2003) 19 Ⅰa 

入山こども園   22 2 6 s54 (1979) 43 Ⅰa 

蒲原西部こども園   37 3 10 s48 (1973) 49 Ⅰa 

蒲原東部こども園   57 3 30 h2 (1990) 32 Ⅰa 

【東海地震の耐震性能】  

Ⅰa 優れている（軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる） 

Ⅰb 良い（倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される） 

Ⅱ  やや劣る（倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される） 

 ※Ⅱ以上は、建築基準法上の耐震性能を満たしている。 
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指定都市別・設置者別施設の設置状況（令和４年４月１日現在） 

  
認定こども園 幼稚園 保育所等 合  計 

市立 私立 計 市立 私立 計 市立 私立 計 市立 私立 計 

札幌市 1 157 158 9 70 79 22 374 396 32 601 633 

仙台市 0 83 83 1 65 66 33 305 338 34 453 487 

さいたま市 0 15 15 0 89 89 61 420 481 61 524 585 

千葉市 2 38 40 0 58 58 55 249 304 57 345 402 

横浜市 0 64 64 0 107 107 61 1051 1112 61 1222 1283 

川崎市 0 18 18 0 66 66 12 509 521 12 593 605 

相模原市 1 65 66 2 19 21 23 117 140 26 201 227 

新潟市 1 118 119 8 6 14 83 84 167 92 208 300 

静岡市 56 54 110 0 25 25 3 101 104 59 180 239 

浜松市 0 74 74 58 41 99 20 107 127 78 222 300 

名古屋市 0 100 100 21 132 153 90 562 652 111 794 905 

京都市 0 62 62 15 85 100 14 346 360 29 493 522 

大阪市 0 99 99 52 83 135 87 614 701 139 796 935 

堺市 16 115 131 8 24 32 0 94 94 24 233 257 

神戸市 0 178 178 32 49 81 57 253 310 89 480 569 

岡山市 19 38 57 45 8 53 36 103 139 100 149 249 

広島市 1 54 55 19 61 80 87 163 250 107 278 385 

北九州市 0 55 55 4 72 76 20 214 234 24 341 365 

福岡市 0 8 8 0 115 115 7 446 453 7 569 576 

熊本市 0 94 94 6 19 25 19 154 173 25 267 292 

※認定こども園：幼保連携型、幼稚園型、（保育所型）、地方裁量型 

※保育所等：保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業 

参考資料２ 


